
- 9 - 
 

厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦ 
（地域医療基盤開発推進研究事業） 

病院薬剤師へのタスク・シフト/シェア普及に対する阻害要因の把握と 
その解決に向けた調査研究 (22IA0101) 

令和 4 年度 分担研究報告書 
 

「院外処⽅箋の問い合わせ簡素化プロトコルの業務ガイドライン作成」 
研究分担者 橋⽥ 亨 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院院⻑補佐 

 
研究要旨 
院外処⽅箋の問い合わせは、あらかじめ決められた⼿順に従うことで医師や薬局の

負担を減らし、患者の待ち時間を短縮することができる。多くの施設で、⼀包化や⼀
包化対象からの除外、規格変更、剤形変更、成分名が同じ銘柄変更、残薬⽇数による
処⽅⽇数の調整などの問い合わせ対応をプロトコルで簡略化可能としている。事前
に薬剤師が医師との協働によりプロトコルを作成し、処⽅箋応需薬局と病院薬剤師
の連携のもと院外処⽅箋の問い合わせに薬剤師が対応する⼀連の⼿順を整備するこ
とで、院外処⽅箋の問い合わせ簡素化業務を広く普及させることができる。当該業務
に関する調査結果や、論⽂として発表された先⾏事例を参考に、院外処⽅箋の問い合
わせ簡素化プロトコルの業務ガイドライン（案）を作成した。 

A. 研究⽬的 
医師の負担軽減の効果が⾼い業務として、

院外処⽅箋の問い合わせに薬剤師が対応可
能とするプロトコルの運⽤が報告されてい
る。この事前に取り決めたプロトコルに沿
って⾏う院外処⽅箋の問い合わせ簡素化業
務には、薬局対応型（病院と保険薬局が個別
に合意⽂書を取り交わし薬局の薬剤師がプ
ロトコルに基づき処⽅変更を⾏う）と院内
対応型（病院内のみの運⽤でプロトコルに
基づき病院薬剤師が薬局からの問い合わせ
に対応する）の２つの類型に⼤別される 1-6)。
これらのプロトコルの運⽤は、医師や保険
薬局の負担軽減、患者の待ち時間短縮にも

つながっていることが明らかとなり、医師
から病院薬剤師へのタスク・シフティング

の好事例といえる。また、プロトコルで簡略
化可能とする問い合わせ内容については、

⼀包化や⼀包化対象からの除外、規格変更、
剤形変更、成分名が同一の銘柄変更、残薬日

数による処方日数の適正化などは多くの施

設で共通している。医師と協働でプロトコ

ルを作成、処方箋応需薬局との連携のもと

で院外処⽅箋の問い合わせに対応、処方変
更内容の記録などの手順を整備することに

より、院外処⽅箋の問い合わせ簡素化業務
は広く普及することが可能と考えられる。
本研究では、先の調査結果と、既に査読のあ

る学術誌に論文として掲載された先行事例

を参考にして、院外処⽅箋の問い合わせ簡
素化プロトコルの業務ガイドライン（案）を
作成することを⽬的とした。 
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B. 研究方法 
１．ガイドライン（案）作成にあたっての
情報源と考え⽅ 

本事業の先⾏研究 7)で明らかとなった、２
類型のプロトコル導入状況、プロトコル導

入と病院規模・病院機能、プロトコルで簡略

化可能とした問い合わせ内容、プロトコル

導入に際しての保険薬局への対応状況、保

険薬局で対応した場合の処方変更内容の病

院への連絡方法、処方変更内容の診療録へ

の記録方法などに関する情報に加えて査読

のある学術誌などに掲載された院外処⽅箋
の問い合わせ簡素化プロトコルについて報
告された既報 1-6)を参考にした。ガイドライ

ン（案）作成にあたっては、病院規模や機能、

地域などにとらわれず、広く適用可能な内

容とすることを前提とした。 
  
２．ガイドライン（案）作成担当者 
研究代表者と研究分担者(橋⽥亨)に加え

て、研究協⼒者の室井延之(神⼾市⽴医療セ
ンター中央市⺠病院)が作成に加わった。 
 

(倫理⾯への配慮) 
本研究は主として研究代表者、研究分担 

者及び研究協⼒者による議論によって進め、 
既に発表された先⾏研究及び論⽂をもとに
進められたので、倫理⾯で問題となること
はない。 
 
C. 結果 

ガイドラインは、プロトコル導入施設を
二つの類型に分類した。すなわち、薬局対応

型（病院と保険薬局が個別に合意文書を取

り交わし薬局の薬剤師がプロトコルに基づ

き処方変更を行う）と院内対応型（病院内の

みの運用でプロトコルに基づき病院薬剤師
が薬局からの問い合わせに対応する）のい

ずれの方法かを選択可能とした。 
薬剤師が対応可能な項目は先行研究で明

らかになった各施設で簡略化可能としてい

る項目とした。 
 

D. 考察 
⽇本病院薬剤師会会員施設対象の病院薬

剤師へのタスク・シフティングの実態調査
の結果、事前に取り決めたプロトコルに沿
って⾏う院外処⽅箋の問い合わせ簡素化は、
223 施設において実施されていた。本分担
研究はそれら施設を対象にした調査結果
（132 回答施設）7)と論⽂ 1-6)や施設のホー
ムページ上でプロトコル導⼊を公開してい
る施設から得た情報を基に作成した。 先
の調査では 132 施設中、薬局対応型 77 施
設、院内対応型 54施設と大きな偏りなく双
方が活用されていたことや、施設の規模や

機能はプロトコル導入の有無に大きな影響

を与えていなかったことから、広く適応可
能なガイドラインを提案できたと考える。 
プロトコルで簡略化可能とする問い合わ

せ内容については、先の調査では各施設の
判断で決められており、統⼀された指標は
存在しない。しかし、⼀包化に関する項⽬、
規格変更、剤形変更、成分名が同⼀の銘柄変
更、残薬⽇数による処⽅⽇数の適正化など
の項⽬は多くの施設で共通して採⽤されて
いた。今回のガイドラインにおいては⽐較
的頻度の⾼かった項⽬を⽰したが、最近，医
薬品の供給不⾜が全国的に深刻な問題とな
っている医薬品の供給不⾜による薬局から
の院外処⽅の問合せに対して病院薬剤師が
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判断，回答することを可能とする項⽬を設
けた院内対応型の問合せ簡素化プロトコル
の有⽤性を明らかにした報告もある 8)。そ
のような多様なニーズにも応える観点から
病院規模や機能に合わせて必要な項⽬を追
加可能とした。 
 
E. 結論 
院外処⽅箋の問い合わせ簡素化業務は、医

師から薬剤師へのタスク・シフティングの
好事例であり、医師の負担軽減をもたらす
だけでなく、処⽅箋応需薬局の業務負担の
軽減や患者の待ち時間短縮にもつながる。
今回、医師と協働で実施する処⽅箋問い合
わせ簡略化プロトコルの作成、処⽅変更内
容の記録、処⽅箋応需薬局との連携などの
⼿順を整備することを⽬的に「院外処⽅箋
の問い合わせ簡素化プロトコルの業務ガイ
ドライン（案）」【別添資料１】を作成した。
それを基に今後この業務を日常臨床に実装
し、その効果を検証することにより、広く普
及させることが可能と考えられる。 
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